
新規製造販売後調査申請の流れ
（副作用・感染症調査、使用成績調査・特定使用成績調査）
あくまで大まかな流れです。状況により応相談致します。

調査実施打診（窓口：治験管理室）
薬剤部医薬品情報室にも調査を行う旨をお伝えください。

申請書類に必要事項を記入の上、ご提出下さい
（窓口：治験管理室）

使用成績・特定使用成績調査の場合は、審議資料も
あわせてご準備ください。

受託研究審査委員会（IRB）は、原則として２ヵ月に 1 回開催する。
（迅速審査で審議する場合もあります。）

審議終了後、結果をご報告いたします。
結果報告書、指示・決定通知書・契約書及び
調査費請求手続きに関する書類をお渡しします。
（窓口：治験管理室・事務企画課）

調査票は、調査責任医師等に直接お渡しください。
調査票回収時点（1症例毎（分冊の場合は、1報告毎）)で、
事務企画課へメールにて連絡してください
請求日から60日以内に研究費を納入してください。
調査がすべて終了しましたら、必要書類を提出してください。
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